
 

 

 

           

 

 

      

Vol.６  ２００３年０２月２７日 

 

中国における「ＣＮドメインネーム」の登録 

 

中国におけるドメインネーム登録には、ドメインネームの後に「ＣＮ」を付けることができなかったため、 

ドメインネームを見るだけで中国の企業であるか否かがわかりませんでした。（例えば、http://www.com） 

この度、中国を意味する「ＣＮ」をドメインネームの後に付けることが出来るようになりました。 

（例えば、http://www.com.cn） 

 

記 

１．管理官庁：中国科学院計算機網絡信息中心（略称：ＣＮＮＩＣ、国務院の委託機関） 

 

２．申請手続：ＣＮＮＩＣに許可された代理人が行う。 

 

３．開 始 日：２００２年１２月１６日から。 

 

４．保護期間：登録料並びに更新料（毎年又は複数年度の一括納付可）の納付により延長できる。 

 

５．保護範囲：「ＣＮ」ドメインネームに関する所有権の紛争があった場合、中国の法律を適用する。 

例えば、社名や、登録商標が他人に無断でドメインネームとして先に登録された場合、 

裁判所に対しその取消を請求することが出来る。尚、ドメインネームを譲渡、売買する 

ことはできない。 

 

６．登録費用：人民元３００元／年（手数料については代理人による異なる） 
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